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一
一　
指
定
の
目
的
　
土
砂
の
流
出
の
防
備

〓
一　
指
定
施
業
要
件

［
一　
立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ロ
　
エユ
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法

・
期
間

及
び
樹
種
　
次
の
と
お
り
と
す
る
。

■
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
静

岡
県
庁
及
び
浜
松
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

○
農
林
水
産
省
告
示
第
九
百
九
十
号

森
林
法

（昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
六
日

農
林
水
産
大
臣
　
山
本
　
有
二

一　

保
安
林
の
所
在
場
所
　
静
岡
県
静
岡
市
清
水
区
宍
原

字
東
泉
七
五
三
の

一
（次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）
、

字
沢
奥
二
九
二
五
の
二
、
二
九
二
五
の
三
、
二
九
二
六

の
五

二
　
指
定
の
目
的
　
土
砂
の
流
出
の
防
備

〓
一　
指
定
施
業
要
件

［
　
立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ

Ｚ

つ

。

字
東
泉
七
五
三
の

一
、
字
沢
奥
二
九
二
六
の
五

（次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐

採
種
を
定
め
な
い
。

３
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

４
　
問
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ロ
　
エエ
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法

・
期
間

及
び
樹
種
　
次
の
と
お
り
と
す
る
。

含
次
の
図
」
及
び

「次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
静
岡
県
庁
及
び
静
岡
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

○
農
林
水
産
省
告
示
第
九
百
九
十

一
号

森
林
法

（昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
六
日

農
林
水
産
大
臣
　
山
本
　
有
二

一　
保
安
林
の
所
在
場
所
　
静
岡
県
周
智
郡
森
町
薄
場
字

天
狗
塚
五
二
七
、
字
堀
切
五
二
八
、
五
二
九
、
字
寺
ノ

上
五
三

一
、
五
三
二

一
一　
指
定
の
目
的
　
土
砂
の
流
出
の
防
備

〓
一　
指
定
施
業
要
件

［
　
工立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ

ワハυ
。字

天
狗
塚
五
二
七

・
字
堀
切
五
二
八

・
五
二
九

（以
上
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。）

２
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐

採
種
を
定
め
な
い
。

３
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

４
　
問
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ロ
　
エ立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法

・
期
間

及
び
機
種
　
次
の
と
お
り
と
す
る
。

こ
次
の
図
」
及
び

「次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
静
岡
県
庁
及
び
森
町
役
場
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

○
農
林
水
産
省
告
示
第
九
百
九
十
二
号

森
林
法

（昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
六
日

農
林
水
産
大
臣
　
山
本
　
有
二

一　
保
安
林
の
所
在
場
所
　
静
岡
県
富
士
宮
市
上
稲
子
字

門
野
二
八
四
六

・
二
八
五
〇
の

一
・
二
八
五
〇
の
二

（以
上
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）
、

二
八
五
二
の

一
、
二
八
五
三
、
二
八
五
四

一
一　
指
定
の
目
的
　
土
砂
の
流
出
の
防
備

〓
一　
指
定
施
業
要
件

い
　
エエ
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
　
工立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法

・
期
間

及
び
樹
種
　
次
の
と
お
り
と
す
る
。

■
次
の
図
一
及
び

「次
の
と
お
り
一
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
静
岡
県
庁
及
び
富
士
宮
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

○
農
林
水
産
省
告
示
第
九
百
九
十
三
号

森
林
法

（昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
六
日

農
林
水
産
大
臣
　
山
本
　
有
二

一　
保
安
林
の
所
在
場
所
　
静
岡
県
静
岡
市
葵
区
日
向
字

中
ノ
平

一
六
九
四
の

一
、
字
ク
ロ
キ
山

一
七

一
五
の
三

（次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、　
一
七

一
五
の
二
、

一
七

一
五
の
四
か
ら

一
七

一
五
の
六
ま
で

一
一　
指
定
の
目
的
　
土
砂
の
流
出
の
防
備

一　
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
建
設
業
に
関
し
経
営

業
務
の
管
理
責
任
者
に
準
ず
る
地
位

（使
用
者
が

法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
役
員
に
次
ぐ
職
制

上
の
地
位
を
い
い
、
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て

は
当
該
個
人
に
次
ぐ
職
制
上
の
地
位
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）
に
あ
つ
て
次
の
い
ず
れ
か
の
経
験
を
有

す
る
者
。
た
だ
し
、
建
設
業
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律

（平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
五
号
）

附
則
第

一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

（平
成
二
十
八
年
六
月

一
日
）
の
前
に
お
け
る
と

び

・
土
工
工
事
業
に
関
す
る
イ
又
は
口
に
掲
げ
る

経
験
は
、
そ
れ
ぞ
れ
解
体
工
事
業
に
関
す
る
イ
又

は
日
に
掲
げ
る
経
験
と
み
な
す
。

口
　
六
年
以
上
経
営
業
務
を
補
佐
し
た
経
験

〓
一　
指
定
施
業
要
件

い
　
エユ
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ

′

つ

。

字
ク
ロ
キ
山

一
七

一
五
の
三

（次
の
図
に
示
す

部
分
に
限
る
。）

２
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐

採
種
を
定
め
な
い
。

３
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

４
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ロ
　
エ立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法

・
期
間

及
び
樹
種
　
次
の
と
お
り
と
す
る
。

■
次
の
図
」
及
び

「次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
静
岡
県
庁
及
び
静
岡
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

一　
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
建
設
業
に
関
し
経
営

業
務
の
管
理
責
任
者
に
準
ず
る
地
位

（使
用
者
が

法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
役
員
に
次
ぐ
職
制

上
の
地
位
を
い
い
、
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て

は
当
該
個
人
に
次
ぐ
職
制
上
の
地
位
を
い
う
。）
に

あ
っ
て
次
の
い
ず
れ
か
の
経
験
を
有
す
る
者
。
た

だ
し
、建
設
業
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（平

成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
五
号
）
附
則
第

一
条
第

二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

（平
成
二
十
八

年
六
月

一
日
）
の
前
に
お
け
る
と
び

・
土
工
工
事

業
に
関
す
る
イ
ス
は
口
に
掲
げ
る
経
験
は
、
そ
れ

ぞ
れ
解
体
工
事
業
に
関
す
る
イ
ス
は
口
に
掲
げ
る

経
験
と
み
な
す
。

イ

　

（略
）

口
　
七
年
以
上
経
営
業
務
を
補
佐
し
た
経
験

○
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
四
十
七
号

建
設
業
法

（昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
七
条
第

一
号
口
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
設
業
法
第
七
条
第

一
号
イ
に

掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
者
を
定
め
る
件
の

一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
土
交
通
大
臣
　
石
井
　
啓

一

建
設
業
法
第
七
条
第

一
号
イ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
者
を
定
め
る
件
の

一
部
を
改
正
す
る

と
ロ
ニ小

建
設
業
法
第
七
条
第

一
号
イ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
者
を
定
め
る
件

（昭
和
四
十
七
年
建
設
省

告
示
第
三
百
五
十

一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
表
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改

正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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一
一　
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
建
設
業
以
外
の
建
設

業
に
関
し
六
年
以
上
次
の
い
ず
れ
か
の
経
験
を
有

す
る
者

イ
　
経
営
業
務
の
管
理
責
任
者
と
し
て
の
経
験

日
　
経
営
業
務
の
管
理
責
任
者
に
準
ず
る
地
位
に

あ
つ
て
経
営
業
務
の
執
行
に
関
し
て
、
取
締
役

会
の
決
議
を
経
て
取
締
役
会
又
は
代
表
取
締
役

か
ら
具
体
的
な
権
限
委
譲
を
受
け
、
か
つ
、
そ

の
権
限
に
基
づ
き
、
執
行
役
員
等
と
し
て
建
設

業
の
経
営
業
務
を
総
合
的
に
管
理
し
た
経
験

附
　
則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
九
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
防
衛
省
告
示
第
百
二
十

一
号

海
上
に
お
け
る
射
撃
訓
練
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
六
日

防
衛
大
臣
　
稲
田
　
朋
美

日
　
　
時
　
平
成
二
十
九
年
七
月
二
日
及
び
同
月
四
日

（予
備
、
同
月
五
日
）
の
〇
八
〇
〇
か
ら

一

七
〇
〇
ま
で

区
　
　
域
　
五
島
列
島
南
方
の
次
の
経
緯
度
線
に
よ
り
囲

ま
れ
る
区
域

０
　
北
緯
三

一
度
四
七
分

一
二
秒

ｍ
一　
北
緯
三
二
度
二
〇
分

一
二
秒

０
　
東
経

一
二
八
度
四
五
分
五
二
秒

●
　
東
経

一
二
九
度
〇
九
分
五
二
秒

実
施
艦
等
　
自
衛
艦
九
隻

そ

（り
他
　
一　
射
撃
訓
練
は
、
前
記
区
域
に
航
空
機
が

存
在
し
な
い
こ
と
、
ま
た
、
射
撃
海
面
に

船
舶
等
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
な

が
ら
実
施
す
る
。

一
一　
実
施
中
は
、
実
施
艦
に

「Ｂ
」
旗
を
掲

揚
す
る
。

〓
一　
前
記
区
域
の
経
緯
度
は
、
世
界
測
地
系

の
数
値
で
あ
る
。

Ｏ
防
衛
省
告
示
第
百
二
十
二
号

海
上
に
お
け
る
射
撃
訓
練
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
六
日

防
衛
大
臣
　
稲
田
　
朋
美

日
　
　
時
　
平
成
二
十
九
年
七
月
三
日
の
〇
八
〇
〇
か
ら

一
七
〇
〇
ま
で
及
び
同
月
四
日

（予
備
、
同

月
五
日
）
の
〇
六
〇
〇
か
ら

一
八
〇
〇
ま
で

区
　
　
域
　
豊
後
水
道
南
方
の
次
の
国
か
ら
い
ま
で
の
六

地
点
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
０
の
地
点
と
カ

の
地
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
る
区
域

一
一　
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
建
設
業
以
外
の
建
設

業
に
関
し
七
年
以
上
経
営
業
務
の
管
理
責
任
者
と

し
て
の
経
験
を
有
す
る
者

（新
設
）

（新
設
）

一り
　
北
緯
三

一
度
四
八
分

一
三
秒

東
経

一
三
三
度
二
九
分
五

一
秒

０
　
北
緯
三

一
度
四
三
分

一
三
秒

東
経

一
三
二
度
二
九
分
五

一
秒

ｕ
　
北
緯
三

一
度
二
八
分

一
三
秒

東
経

一
三
二
度
五
九
分
五

一
秒

国
　
北
緯
三

一
度
三
六
分

一
三
秒

東
経

一
三
二
度
五
九
分
五

一
秒

朗
　
北
緯
三

一
度
三
六
分

一
三
秒

東
経

一
三
二
度
三
七
分
五

一
秒

ω
　
北
緯
三

一
度
四
八
分

一
三
秒

東
経

一
三
二
度
三
七
分
五

一
秒

実
施
艦
等
　
自
衛
艦
九
隻

そ

（）
他
　
一　
射
撃
訓
練
は
、
前
記
区
域
に
航
空
機
が

存
在
し
な
い
こ
と
、
ま
た
、
射
撃
海
面
に

船
舶
等
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
な

が
ら
実
施
す
る
。

一
一　
実
施
中
は
、
実
施
艦
に

「Ｂ
」
旗
を
掲

揚
す
る
。

二
一　
前
記
区
域
の
各
点
の
経
緯
度
は
、
世
界

測
地
系
の
数
値
で
あ
る
。

○
防
衛
省
告
示
第
百
二
十
二
号

海
上
に
お
け
る
空
対
空
射
撃
訓
練
を
次
の
と
お
り
実
施

す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
六
日

防
衛
大
臣
　
稲
田
　
朋
美

期
　
間
　
平
成
二
十
九
年
七
月

一
日
か
ら
同
年
八
月
二
十

一
日
ま
で
の
間
、
〇
八
〇
〇
か
ら

一
七
〇
〇
ま

で
。
た
だ
し
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
。

区
　
域
　
日
高
沖
海
面
の
次
の
い
か
ら
い
ま
で
の
六
点
を

順
次
結
ん
だ
線
及
び
０
の
点
と
い
の
点
を
結
ん

だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
る
海
面
並
び
に
そ
の
上
空

で
海
面
か
ら
高
度
九
、　
一
四
四
メ
ー
ト
ル
ま
で

の
間

O l■l lJl u O lyl

北
緯
四

一
度
四
三
分
〇
九
秒

東
経

一
四
三
度
五
九
分
四
六
秒

北
緯
四

一
度
二
〇
分

一
〇
秒

東
経

一
四
三
度
五
九
分
四
六
秒

北
緯
四

一
度
二
〇
分

一
〇
秒

東
経

一
四
三
度
〇
七
分
四
七
秒

北
緯
四

一
度
四
五
分
二
九
秒

東
経

一
四
二
度
〇
五
分

一
七
秒

北
緯
四

一
度
二
七
分

一
〇
秒

東
経

一
四
三
度
四
三
分
四
六
秒

北
緯
四

一
度
四
四
分
〇
九
秒

東
経

一
四
三
度
五
七
分
四
六
秒

そ
の
他

　
一　
射
撃
訓
練
は
、
前
記
区
域
に
航
空
機
が
存

在
し
な
い
こ
と
、
ま
た
、
射
撃
海
面
に
船
舶

等
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
な
が
ら
実

施
す
る
。

一
一　
前
記
区
域
の
各
点
の
経
緯
度
は
、
世
界
測

地
系
の
数
値
で
あ
る
。

○
防
衛
省
告
示
第
百
二
十
四
号

海
上
に
お
け
る
空
対
空
射
撃
訓
練
を
次
の
と
お
り
実
施

す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
六
日

防
衛
大
臣
　
稲
田
　
朋
美

期
　
間
　
平
成
二
十
九
年
七
月

一
日
か
ら
同
年
八
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
、
〇
七
〇
〇
か
ら

一
八
〇
〇
ま

で
。
た
だ
し
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
。

区
　
域
　
一二
沢
沖
海
面
の
次
の
い
か
ら
”
ま
で
の
六
点
を

順
次
結
ん
だ
線
及
び
い
の
点
と
力
の
点
を
結
ん

だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
る
海
面
並
び
に
そ
の
上
空

で
海
面
か
ら
高
度

一
〇
、
六
六
八
メ
ー
ト
ル
ま

で
の
問

０
　
北
緯
四

一
度

一
〇
分

一
〇
秒

東
経

一
四
三
度

一
九
分
四
六
秒

０
　
北
緯
四
〇
度
五
三
分

一
〇
秒

東
経

一
四
三
度

一
三
分
四
六
秒

働
　
北
緯
四
〇
度
四
四
分

一
〇
秒

東
経

一
四
二
度
五
九
分
四
六
秒

国
　
北
緯
四
０
度
五
〇
分

一
〇
秒

東
経

一
四
三
度
五
九
分
四
六
秒

閉
　
北
緯
四
０
度
五
〇
分

一
〇
秒

東
経

一
四
二
度

一
〇
分
四
七
秒

の
　
北
緯
四

一
度

一
〇
分

一
〇
秒

東
経

一
四
三
度
〇
九
分
四
七
秒

そ
の
他
　
一　
射
撃
訓
練
は
、
前
記
区
域
に
航
空
機
が
存

在
し
な
い
こ
と
、
ま
た
、
射
撃
海
面
に
船
舶

等
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
な
が
ら
実

施
す
る
。

一
一　
前
記
区
域
の
各
点
の
経
緯
度
は
、
世
界
測

地
系
の
数
値
で
あ
る
。

○
防
衛
省
告
示
第
百
二
十
五
号

海
上
に
お
け
る
空
対
空
射
撃
訓
練
を
次
の
と
お
り
実
施

す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
六
日

防
衛
大
臣
　
稲
田
　
朋
美

期
　
間
　
平
成
二
十
九
年
七
月

一
日
か
ら
同
年
八
月
二
十

一
日
ま
で
の
間
、
〇
七
〇
〇
か
ら

一
九
〇
〇
ま

で
。
た
だ
し
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
。

区
　
域
　
佐
渡
沖
海
面
の
次
の
国
か
ら
”
ま
で
の
五
点
を

順
次
結
ん
だ
線
及
び
０
の
点
と
同
の
点
を
結
ん

だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
る
海
面
並
び
に
そ
の
上
空

で
海
面
か
ら
高
度

一
〇
、
人
六
八
メ
ー
ト
ル
ま

で
の
間

一И
　
北
緯
四
〇
度
○
○
分

一
〇
秒

東
経

一
三
八
度
三
三
分
五
二
秒

的
　
北
緯
四
〇
度
〇
〇
分

一
〇
秒

東
経

一
三
八
度
五
九
分
四
八
秒

０
　
北
緯
二
九
度
二
０
分
二
七
秒

東
経

一
二
八
度
五
九
分
四
八
秒

国
　
北
緯
三
八
度
四
八
分
〇

一
秒

東
経

一
二
八
度
三
九
分
〇
四
秒

”
　
北
緯
二
九
度

一
四
分
五
八
秒

東
経

一
三
八
度
〇
五
分
三
七
秒

そ
の
他
　
一　
射
撃
訓
練
は
、
前
記
区
域
に
航
空
機
が
存

在
し
な
い
こ
と
、
ま
た
、
射
撃
海
面
に
船
舶

等
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
な
が
ら
実

施
す
る
。

一
一　
前
記
区
域
の
各
点
の
経
緯
度
は
、
世
界
測

地
系
の
数
値
で
あ
る
。

Ｏ
防
衛
省
告
示
第
百
二
十
六
号

海
上
に
お
け
る
空
対
空
射
撃
訓
練
を
次
の
と
お
り
実
施

す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
六
日

防
衛
大
臣
　
稲
田
　
朋
美

期
　
間
　
平
成
二
十
九
年
七
月

一
日
か
ら
同
年
八
月
二
十

一
日
ま
で
の
間
、
〇
七
〇
〇
か
ら

一
七
〇
〇
ま

で
。
た
だ
し
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
。

区
　
域
　
響
灘
沖
海
面
の
次
の
い
か
ら
”
ま
で
の
六
点
を

順
次
結
ん
だ
線
及
び
”
の
点
と
い
の
点
を
結
ん

だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
る
海
面
並
び
に
そ
の
上
空

で
海
面
か
ら
高
度

一
〇
、
六
六
八
メ
ー
ト
ル
ま

で
の
間

０
　
北
緯
二
五
度
〇
〇
分

一
一
秒

東
経

一
二
〇
度
０

一
分
五
二
秒

一い
　
北
緯
三
四
度
四
大
分

一
一
秒

東
経

一
三
〇
度
三

一
分
五

一
秒


